
公認指導員規程  

 
　　第１章　 総　則  
（目的）  
第１条　本規程は、定款４条に基づき、一般財団法人日本ドッジボール協会（以下「本協会」とい

う。）に登録された指導員（以下「指導員」という。）の資格及び地位に関する事項について定める。 
（指導員の養成）  
第２条　本協会は、指導員の資質及び指導力の向上を図り、ドッジボールの普及及び振興を促進

するため、指導員養成事業を行う。  
２　指導員養成事業とは、公認指導員養成講習会や更新講習会の開催をいう。  
３　本協会による指導員養成事業は、本協会指導委員会がこれを所管する。  
　　 
　　第２章　指導員資格  
 （指導員の種類）  
第３条　本協会が認定する指導員は、次のとおりとする。  
（１）Ａ級指導員：公益財団法人日本スポーツ協会ドッジボールコーチ１ 
（２）Ｂ級指導員  
（３）Ｃ級指導員  

（指導者の認定）  
第４条　本協会は、本規程第２条２項に定められた所定の講習会を修了し、本協会指導委員会に

て適格と認められた者に対し、前条第１項第２号と第３号の指導員を認定する。 
２　本規程第２条２項に定められた所定の講習会を修了し、かつ、公益財団法人日本スポーツ協会

（以下、「日本スポーツ協会」）が定めた所定の講習会を修了及び登録完了した者に対し、前条第１

項第１号の指導員を認定する。　 
（講習会の実施）  
第５条　指導員講習会及び更新講習会に関する事項は、理事会において別に定める。 
  
　　　　第３章　 加盟チームの義務  
（指導者の設置義務）  
第６条　本協会加盟チームは、本協会が認定した指導員を監督又はコーチ、マネージャーとして置

くように努めなければならない。 
２　全国大会（予選会含む）に参加するチームの監督は、Ａ級指導員資格を有している者が望まし

い。  
（講習会等への参加義務）  
第７条　加盟チームは、その監督及びコーチ、マネージャーを、本協会が実施する更新講習会に

参加させるよう努めなければならない。  
 
　　第４章　指導者の登録  
（指導者の登録義務）  
第８条　本協会の認定を受けた指導員は、本協会の登録を受けなければならない。 
（登録有効期間、登録料及び指導資格の変更）   



第９条　登録の有効期間、登録料及び指導資格の変更については、本協会が別途定めるものとす

る。 
　 
　　第５章　指導員の遵守義務  
（遵守義務） 
第１０条　指導員は、本協会倫理規程を遵守し、これに違反する行為をした場合、本協会倫理規程

で定めるところにより処分を受けるものとする。 
（指導員の適格性の再審査） 
第１１条　本協会指導委員会は、指導員の指導技能が低下したと認められる場合、その他指導員と

しての適格性に疑義が生じたと認められる場合、指導員の適格性について再審査を行うことができ

る。 
２　前項の再審査の結果、指導員として認定すべき能力を有しないと判断された指導員に対して、

本協会指導委員会は、指導員講習会の再受講を促し、または指導員の登録の更新を認めないこと

ができる。 
 
　　　　第６章　その他 
（改正） 
第１２条　本規則の改正は、理事会の決議を経て、これを行う。  
 
 
 
附則 
　　この規則は、２０１９年５月１日から施行する。  
　　この規程は、２０２１年２月２０日に一部改正する。 
　　この規程は、２０２１年４月１日から施行する。 


